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平成２２年３月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
機構改正に伴う関係訓令の整備に関する訓令

（北海道庁用自動車管理規程の一部改正）
第１条 北海道庁用自動車管理規程（昭和４３年北海道訓令第２４号）の一部を次のように改正

する。
第４条第１項中「及び支庁」を「並びに総合振興局及び振興局」に、「支庁を」を「総
合振興局及び振興局を」に改める。
（北海道建築物等保全規程の一部改正）
第２条 北海道建築物等保全規程（平成１８年北海道訓令第９号）の一部を次のように改正す
る。
第３条第２項中「支庁長」を「総合振興局長又は振興局長」に改める。
（北海道職員被服貸付規程の一部改正）
第３条 北海道職員被服貸付規程（昭和４１年北海道訓令第１１号）の一部を次のように改正す
る。
別表中「総務部危機対策局防災消防課防災航空室」を「総務部危機対策局危機対策課防
災航空室」に、「森づくりセンター」を「総合振興局及び振興局の森林室」に、「林業改
良指導員」を「林業普及指導員」に、「、土木施工管理科及び住宅サービス科担当」を
「及び土木施工管理科担当」に改め、「｛住宅サービス科を除く。」及び「、販売システ
ム科」を削り、「保健福祉事務所児童相談部」を「総合振興局及び振興局の保健環境部児
童相談室」に、「保健福祉事務所保健福祉部及び地域保健部並びに」を「総合振興局及び
振興局の保健環境部保健福祉室若しくは保健環境部地域保健室又は」に改める。
（職員賞罰及び賠償審査委員会規程の一部改正）
第４条 職員賞罰及び賠償審査委員会規程（昭和４１年北海道訓令第２６号）の一部を次のよう
に改正する。
第７条第１項中「人事課参事」を「人事課給与・服務担当課長」に改める。
（考査監設置規程の一部改正）
第５条 考査監設置規程（平成９年北海道訓令第１０号）の一部を次のように改正する。
第１条及び第２条中「及び各支庁」を「並びに各総合振興局及び各振興局」に改める。
第３条第１項中「、支庁」を「、総合振興局及び振興局」に、「副支庁長」を「副局長
（地域政策部・保健環境部・産業振興部担当）」に改める。
（損害賠償委員会規程の一部改正）
第６条 損害賠償委員会規程（昭和５５年北海道訓令第１０号）の一部を次のように改正する。
第２条第３項第８号中「法制文書課参事」を「法制文書課訟務賠償担当課長」に改める。
（北海道公用文作成規程の一部改正）
第７条 北海道公用文作成規程（昭和６３年北海道訓令第１号）の一部を次のように改正する。
別記の２の項第１号アの注３�の事項中「支庁」を「総合振興局及び振興局」に改め、
同注３�の事項中「○○支庁」を「○○総合振興局」に改める。
（北海道消防関係職員服制の一部改正）
第８条 北海道消防関係職員服制（昭和４０年北海道訓令第５２号）の一部を次のように改正す
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る。
第２条中「及び支庁」を「、総合振興局及び振興局」に改める。

別表第１中
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に改める。

（北方領土対策本部規程の一部改正）
第９条 北方領土対策本部規程（昭和５９年北海道訓令第１３号）の一部を次のように改正する。
第２条第１号中「調整」を「総合調整」に改め、同条第２号中「調査」の次に「並びに
情報」を加え、同条第４号及び第５号を次のように改める。

� 北方領土隣接地域（北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律
（昭和５７年法律第８５号。以下「法」という。）第２条第２項に規定する北方領土隣接
地域をいう。第１０条第１項第４号において同じ。）の振興及び住民の生活の安定に関
すること（他部課の主管に属するものを除く。）。

� 北方地域元居住者等（法第２条第３項に規定する北方地域元居住者及び同項に規定
する孫の子をいう。第１０条第１項第５号において同じ。）に対する援護等に関するこ
と。
第２条第８号中「北方領土隣接地域振興対策連絡協議会」を「北方領土隣接地域振興対
策協議会」に改め、同条中同号を第９号とし、第７号を第８号とし、第６号を第７号とし、
第５号の次に次の１号を加える。
� 交流等事業（法第２条第４項に規定する交流等事業をいう。第１０条第１項第６号に
おいて同じ。）の推進に関すること。
第２条に次の１号を加える。
� 北方領土対策根室地域本部に関すること。
第５条の見出しを「（参与等）」に改め、同条中「本部に」の次に「参与、」を、「副
参与」の次に「、専門参事」を、「調査員」の次に「、副主幹、専門幹、指導主任」を加
える。
第８条の次に次の６条を加える。
（地域本部の設置）
第９条 根室地域における北方領土問題等に関する事務を処理させるため、北海道行政組
織規則第４条の規定により、本部の出先機関として北方領土対策根室地域本部（以下
「地域本部」という。）を置く。
２ 地域本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名 称 位 置

北海道北方領土対策根室地域本部 根室市

３ 地域本部の事務を効率的に処理するため、地域本部に北方領土対策室（以下「室」と
いう。）を置く。
（地域本部及び室の分掌事務）
第１０条 地域本部の分掌事務は、次のとおりとする。
� 北方領土問題等に係る施策の調整及び根室地域内における施策の企画に関すること。
� 北方領土問題等に係る情報及び関係資料の収集に関すること。
� 北方領土問題等に係る世論の啓発に関すること。
� 北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関すること。
� 北方地域元居住者等に対する援護等に関すること。
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� 交流等事業の推進に関すること。
	 根室地域における関係官公庁、市町及び諸団体との連絡調整に関すること。

 北方領土隣接地域振興対策根室地域協議会に関すること。
２ 室は、地域本部の事務を分掌する。
（地域本部長等）
第１１条 地域本部に地域本部長、地域副本部長、北方領土対策室長（以下「室長」とい
う。）、主幹及び主査を置く。
２ 地域本部長は、本部長の命を受け、地域本部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督
する。
３ 地域副本部長は、地域本部長を補佐し、上司の命を受け、地域本部の事務を掌理する。
４ 室長は、地域副本部長を補佐し、上司の命を受け、地域本部の事務を掌理する。
５ 主幹は、室長を補佐するとともに、地域本部の主管に属する特定の事務を処理し、掌
理する。
６ 主査は、上司の命を受け、地域本部の主管に属する特定の事務を処理する。
７ 地域本部長、地域副本部長、室長、主幹及び主査は、職員のうちから知事が命ずる。
（地域本部の参与等）
第１２条 前条に定めるもののほか、地域本部に参与、副参与、専門参事、調査員、副主幹、
専門幹、指導主任、主任、主事及び技師を置くことができる。
（地域本部の専決）
第１３条 北海道事務決裁規程第７条の規定に基づく出先機関の長の行う専決に関しては、
地域本部においては、地域本部長が行う。
（補則）
第１４条 地域本部長は、その所掌する事務の執行のため必要があるときは、事務の専決、
代決その他決裁についての細則を定めることができる。
（北海道広報・広聴事務処理規程の一部改正）
第１０条 北海道広報・広聴事務処理規程（昭和４２年北海道訓令第１８号）の一部を次のように
改正する。
第６条の見出し中「支庁」を「総合振興局等」に改め、同条中「支庁に」を「総合振興
局及び振興局（以下「総合振興局等」という。）に」に、「支庁の」を「総合振興局等
の」に改める。
第７条の見出し中「支庁長」を「総合振興局長等」に改め、同条中「支庁長」を「総合
振興局長若しくは振興局長」に改める。
第８条第１項中「支庁」を「総合振興局等」に改め、同条第２項中「支庁」を「総合振
興局等」に、「地域振興部長」を「地域政策部長」に改める。
第９条第１項中「支庁地域振興部地域政策課」を「総合振興局等の地域政策部地域政策

課」に改め、同条第２項中「、支庁」を「、総合振興局等」に、「当該支庁地域振興部地
域政策課の課長」を「当該総合振興局等の地域政策部地域政策課長」に改め、同条第３項
中「支庁の部」を「総合振興局等」に改める。
第１０条第１項及び第１１条第１項中「支庁」を「総合振興局等」に改める。
（北海道職員の勤務発明等に関する規程の一部改正）
第１１条 北海道職員の勤務発明等に関する規程（昭和６０年北海道訓令第２５号）の一部を次の
ように改正する。
第１４条第３項中「総合政策部科学ＩＴ振興局科学技術振興課参事」を「総合政策部科学
ＩＴ振興局科学技術振興課長」に改める。
（北海道総合行政情報ネットワーク通信取扱規程の一部改正）
第１２条 北海道総合行政情報ネットワーク通信取扱規程（平成８年北海道訓令第１号）の一
部を次のように改正する。
第２条第２号中「石狩支庁」を「石狩振興局」に改め、同条第４号中「支庁統制局」を
「総合振興局等統制局」に、「支庁に」を「総合振興局及び振興局（以下「総合振興局
等」という。）」に改め、同条第５号中「支庁」を「総合振興局等」に改める。
第９条第１項第２号中「支庁統制局」を「総合振興局等統制局」に、「支庁の」を「総
合振興局等の」に改める。
第１１条第１項中「支庁統制局」を「総合振興局等統制局」に改め、同条第２項中「支庁
通信管理者」を「総合振興局等の通信管理者」に、「支庁統制局」を「総合振興局等統制
局」に、「支庁構成無線局等」を「総合振興局等構成無線局等」に改め、同条第３項中
「支庁構成無線局等」を「総合振興局等構成無線局等」に、「支庁通信管理者」を「総合
振興局等の通信管理者」に改める。
第１３条第２項ただし書中「支庁構成無線局等」を「総合振興局等構成無線局等」に、
「支庁通信管理者」を「総合振興局等の通信管理者」に改める。
第１５条第１項中「支庁通信管理者」を「総合振興局等の通信管理者」に改め、同条第２
項中「支庁構成無線局等」を「総合振興局等構成無線局等」に、「支庁通信管理者」を
「総合振興局等の通信管理者」に改める。
別表を次のように改める。
別表（第２条関係）

右欄に掲げる
無線局の無線従
事者の常駐場所

共 通 選 任 局 と す る 無 線 局 名

本 庁 統 制 局

空知総合振興局統制局 後志総合振興局統制局 胆振総合振興局統
制局 日高振興局統制局 上川総合振興局統制局 留萌振興局統制
局 空知総合振興局管内中継局 石狩振興局管内中継局 後志総合
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振興局管内中継局 胆振総合振興局管内中継局 日高振興局管内中
継局 上川総合振興局管内中継局 留萌振興局管内中継局

渡島総合振興局
統制局

檜山振興局統制局 渡島総合振興局管内中継局 檜山振興局管内中
継局

宗谷総合振興局
統制局

宗谷総合振興局管内中継局

オホーツク総合
振興局統制局

オホーツク総合振興局管内中継局

釧路総合振興局
統制局

十勝総合振興局統制局 根室振興局統制局 十勝総合振興局管内中
継局 釧路総合振興局管内中継局 根室振興局管内中継局

（北海道診療車運営規程の一部改正）

第１３条 北海道診療車運営規程（昭和２８年北海道訓令第４２号）の一部を次のように改正する。

第３条中「保健福祉部保健医療局地域医師確保推進室長」を「保健福祉部医療政策局地

域医師確保推進室長」に、「保健福祉部保健医療局健康安全室長」を「保健福祉部健康安

全局長」に、「健康安全室長」」を「健康安全局長」」に改める。

第４条第２項及び第４項、第６条第１項及び第２項並びに第８条（見出しを含む。）中

「健康安全室長」を「健康安全局長」に改める。

（北海道石狩湾地域開発本部規程の一部改正）

第１４条 北海道石狩湾地域開発本部規程（昭和４６年北海道訓令第８号）の一部を次のように

改正する。

第７条中「経済部産業立地推進局産業立地課」を「経済部産業立地・エネルギー局産業

立地課」に改める。

（北海道石炭対策本部設置規程の一部改正）

第１５条 北海道石炭対策本部設置規程（昭和４９年北海道訓令第７号）の一部を次のように改

正する。

第５条の２第２項中「及び関係支庁」を「並びに関係総合振興局及び関係振興局」に改

める。

第８条第１項中「支庁」を「総合振興局及び振興局」に改め、同条第２項中「支庁長」

を「総合振興局長若しくは振興局長」に改める。

（中小企業労働相談所運営規程の一部改正）

第１６条 中小企業労働相談所運営規程（昭和４３年北海道訓令第１８号）の一部を次のように改

正する。

第２条中「支庁又は後志支庁小�商工労働事務所」を「総合振興局若しくは振興局又は

後志総合振興局産業振興部小�商工労働事務所」に、「支庁の」を「総合振興局又は振興
局の」に改める。

第３条第２項第１号中「支庁の」を「総合振興局若しくは振興局の」に、「後志支庁小

�商工労働事務所」を「後志総合振興局産業振興部小�商工労働事務所」に改める。
（北海道土地改良区等検査規程の一部改正）

第１７条 北海道土地改良区等検査規程（昭和４１年北海道訓令第２１号）の一部を次のように改

正する。

第７条（見出しを含む。）中「農政部長」を「総務部長」に改める。

（北海道北洋漁業対策本部設置規程の一部改正）

第１８条 北海道北洋漁業対策本部設置規程（昭和６１年北海道訓令第１０号）の一部を次のよう

に改正する。

第８条第１項中「支庁」を「総合振興局及び振興局」に改め、同条第２項中「支庁長」

を「総合振興局長又は振興局長」に改める。

別表第１中「経済部総務課参事」を「経済部総務課企画調整担当課長」に改める。

別表第２を次のように改める。

別表第２（第８条関係）

後 志 総 合 振 興 局

日 高 振 興 局

渡 島 総 合 振 興 局

留 萌 振 興 局

宗 谷 総 合 振 興 局

オホーツク総合振興局

十 勝 総 合 振 興 局

釧 路 総 合 振 興 局

根 室 振 興 局

（森林パトロール事業実施規程の一部改正）

第１９条 森林パトロール事業実施規程（昭和４９年北海道訓令第１８号）の一部を次のように改

正する。

第３条第１項中「支庁に当該支庁所管区域」を「総合振興局及び振興局（以下「総合振

興局等」という。）に当該総合振興局等の所管区域」に、「支庁の支庁長」を「総合振興

局等の長」に改め、同条第３項中「支庁長」を「総合振興局長若しくは振興局長（以下
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「総合振興局長等」という。）」に改め、同条第４項中「支庁長」を「総合振興局長等」

に、「支庁所管区域内」を「総合振興局等の所管区域内」に、「森づくりセンター」を

「総合振興局等」に改め、同条第５項中「支庁長」を「総合振興局長等」に改める。

第４条を次のように改める。

（森林パトロール計画の策定）

第４条 総合振興局長等は、森林パトロールを実施するため、協議会の意見を聴いて森林

パトロール計画を策定する。

第５条第２項を次のように改める。

２ 指導員は、総合振興局長等が任命する。

第６条中「支庁長及び森づくりセンター所長（以下「支庁長等」という。）」を「総合

振興局長等」に改める。

第７条から第１１条までの規定、第１３条及び第１４条中「支庁長等」を「総合振興局長等」

に改める。

別記第５号様式中「支 庁 長
森づくりセンター所長」を「総合振興局長（振興局長）」に改める。

（北海道有林野の整備及び管理に関する規程の一部改正）

第２０条 北海道有林野の整備及び管理に関する規程（平成１４年北海道訓令第１７号）の一部を

次のように改正する。

第６条第１項中「森林環境局長」を「水産林務部長」に、「森づくりセンター所長」を

「総合振興局長又は振興局長（以下「総合振興局長等」という。）」に改める。

第７条中「森づくりセンター所長」を「総合振興局長等」に、「森づくりセンターの」

を「森林室の」に、「森林環境局長」を「水産林務部長」に改める。

第８条第１項中「森づくりセンター所長」を「総合振興局長等」に改める。

第９条第１項中「森づくりセンター所長」を「総合振興局長等」に、「森林環境局長」

を「水産林務部長」に改め、同条第２項中「森づくりセンター所長」を「総合振興局長

等」に改める。

第９条の２から第１１条までの規定中「森づくりセンター所長」を「総合振興局長等」に、

「森林環境局長」を「水産林務部長」に改める。

第１２条中「森林環境局長」を「水産林務部長」に改める。

第１３条中「森づくりセンター所長」を「総合振興局長等」に改める。

第１４条から第１６条までの規定中「森づくりセンター所長」を「総合振興局長等」に、

「森林環境局長」を「水産林務部長」に改める。

第１７条、第１８条及び第１９条（見出しを含む。）中「森林環境局長」を「水産林務部長」

に改める。

附 則

この訓令は、平成２２年４月１日から施行する。

北 海 道
北海道教育委員会訓令
北 海 道 警 察 本 部

北 海 道

北海道教育委員会

北海道警察本部

訓令第１号

庁 中 一 般
部 局

機構改正に伴う関係訓令の整備に関する訓令を次のように定める。
平成２２年３月３１日

北 海 道 知 事 高 橋 はるみ
北海道教育委員会委員長 神 谷 奈保子
北 海 道 警 察 本 部 長 殿 川 一 郎

機構改正に伴う関係訓令の整備に関する訓令
（北海道男女平等参画推進本部設置規程の一部改正）
第１条 北海道男女平等参画推進本部設置規程（平成７年北海道・北海道教育委員会・北海
道警察本部訓令第３号）の一部を次のように改正する。
第７条中「環境生活部生活局参事」を「環境生活部くらし安全局くらし安全推進課」に
改める。
（北海道交通安全総合対策本部設置規程の一部改正）
第２条 北海道交通安全総合対策本部設置規程（昭和４３年北海道・北海道教育委員会・北海
道警察本部訓令第１号）の一部を次のように改正する。
第７条中「環境生活部生活局くらし安全課」を「環境生活部くらし安全局くらし安全推
進課」に改める。
第８条第１項中「支庁の所轄区域」を「総合振興局及び振興局の所管区域」に改め、同
条第２項中「支庁長」を「総合振興局長及び振興局長」に改める。
（消費生活安定会議規程の一部改正）
第３条 消費生活安定会議規程（昭和５０年北海道・北海道教育委員会・北海道警察本部訓令
第２号）の一部を次のように改正する。
第３条第４項中「参事監」を「食の安全推進監」に改める。
第６条第４項中「環境生活部生活局くらし安全課参事」を「環境生活部くらし安全局消
費者安全課長」に改める。
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第７条中「環境生活部生活局くらし安全課」を「環境生活部くらし安全局消費者安全
課」に改める。
（北海道人権施策推進本部設置規程の一部改正）
第４条 北海道人権施策推進本部設置規程（平成１６年北海道・北海道教育委員会・北海道警
察本部訓令第１号）の一部を次のように改正する。
第７条中「環境生活部生活局くらし安全課」を「環境生活部くらし安全局くらし安全推
進課」に改める。
（北海道青少年健全育成推進本部設置規程の一部改正）
第５条 北海道青少年健全育成推進本部設置規程（昭和４０年北海道・北海道教育委員会・北
海道警察本部訓令第１号）の一部を次のように改正する。
第８条中「環境生活部生活局道民活動文化振興課」を「環境生活部くらし安全局くらし
安全推進課」に改める。
第９条第１項中「支庁」を「総合振興局及び振興局」に改め、同条第２項中「支庁長」
を「総合振興局長及び振興局長」に改める。
（北海道経済・雇用対策推進本部設置規程の一部改正）
第６条 北海道経済・雇用対策推進本部設置規程（平成１５年北海道・北海道教育委員会・北
海道警察本部訓令第１号）の一部を次のように改正する。
第６条第２項中「総合政策部参事監」を「地域振興監」に、「経済部参事監」を「観光
振興監」に、「農政部参事監」を「食の安全推進監」に改める。
第８条第１項中「支庁」を「総合振興局及び振興局」に改め、同条第２項中「支庁長」
を「総合振興局長及び振興局長」に改める。
別表中「総合政策部参事監」を「地域振興監」に、「経済部参事監」を「観光振興監」
に、「農政部参事監」を「食の安全推進監」に改める。
附 則

この訓令は、平成２２年４月１日から施行する。

北 海 道
北海道教育委員会訓令
北 海 道 企 業 局

北 海 道

北海道教育委員会

北 海 道 企 業 局

訓令第１号

庁 中 一 般
部 局

北海道苫小牧東部開発本部規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
平成２２年３月３１日

北 海 道 知 事 高 橋 はるみ
北海道教育委員会委員長 神 谷 奈保子
北海道公営企業管理者 武 内 良 雄

北海道苫小牧東部開発本部規程の一部を改正する訓令
北海道苫小牧東部開発本部規程（平成７年北海道・北海道教育委員会・北海道企業局訓令
第２号）の一部を次のように改正する。
第３条第４項中「胆振支庁長」を「胆振総合振興局長」に改める。
第７条中「経済部産業立地推進局産業立地課」を「経済部産業立地・エネルギー局産業立
地課」に改める。

附 則

この訓令は、平成２２年４月１日から施行する。

北 海 道
北海道選挙管理委員会
北 海 道 人 事 委 員 会
北 海 道 監 査 委 員
北 海 道 議 会
北 海 道 企 業 局

訓令

北 海 道

北海道選挙管理委員会

北海道人事委員会

北 海 道 監 査 委 員

北 海 道 議 会

北 海 道 企 業 局

訓令第１号

庁 中 一 般
部 局

北海道職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
平成２２年３月３１日

北 海 道 知 事 高 橋 はるみ
北海道選挙管理委員会委員長 永 井 利 幸
北海道人事委員会委員長 中 澤 義 則
北 海 道 代 表 監 査 委 員 見 野 全
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北 海 道 議 会 議 長 石 井 孝 一
北 海 道 公 営 企 業 管 理 者 武 内 良 雄

北海道職員安全衛生管理規程の一部を改正する訓令
北海道職員安全衛生管理規程（平成１６年北海道・北海道選挙管理委員会・北海道人事委員
会・北海道監査委員・北海道議会・北海道企業局訓令第１号）の一部を次のように改正する。
第２条第２号中「支庁地域 当該支庁」を「総合振興局等地域 当該総合振興局及び振興
局」に改め、同条第３号中「支庁地域職員 当該支庁」を「総合振興局等地域職員 当該総
合振興局及び振興局」に改め、同条第４号中「支庁長」を「総合振興局長及び振興局長」に
改める。
第５条第３項中「石狩支庁地域に」を「石狩振興局の所管区域（以下「石狩振興局地域」
という。）に」に、「各支庁地域（石狩支庁地域」を「各総合振興局等地域（石狩振興局地
域」に改める。
第９条第１項中「各支庁地域」を「各総合振興局等地域」に改め、同条第２項中「支庁長
（石狩支庁地域」を「総合振興局長及び振興局長（石狩振興局地域」に改め、同条第３項中
「支庁地域職員」を「総合振興局等地域職員」に改める。
第１４条第１項中「支庁地域内」を「総合振興局等地域内」に、「支庁地域職員」を「総合
振興局等地域職員」に、「支庁に」を「総合振興局及び振興局（以下「総合振興局等」とい
う。）に」に改め、同条第２項中「支庁」を「総合振興局等」に改める。
第１６条中「支庁」を「総合振興局等」に改める。
第２５条第１項中「各支庁地域」を「各総合振興局等地域」に改め、同条第２項各号中「支
庁地域職員」を「総合振興局等地域職員」に改め、同条第３項中「支庁地域振興部総務課」
を「総合振興局等の地域政策部総務課」に改める。

附 則

この訓令は、平成２２年４月１日から施行する。
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